
防災学習支援事業

ひょうご安全の日推進事業（助成事業）

１ 実施団体 ：地域団体、学生グループ、ＮＰＯ・ボランティア団体、
学校、企業など
※団体規約等を有し、事業責任者、会計責任者等を
明確にしている団体であることが必要です。

※企業・事業所が実施団体である場合は、地域住民
の参加(見学可)を要件とします。

２ 実施内容 ：①防災施設や震災モニュメント、防災イベント等を巡る県内の観光ツアー
※県外の学校が主導して行う課外授業等の行事は対象となりません。

② 語り部ガイド育成、ガイド用資料作成や防災まち歩きマップ作成等

（助成対象事業の例）
✓人と防災未来センターや周辺の観光施設等の
見学・体験を組み合わせた防災ツーリズムツアー

✓防災施設や震災モニュメントを巡るウォーク
                                       イベント

✓ガイド用資料作成や防災まち歩きマップ作成のワークショップ 等

３ 実施時期 ：令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間に実施される事業

４ 実施場所 ：県内で実施される事業

５ 申請期限 ：事業開始月の前月５日まで（予算上限に達した場合、募集を終了する場合があります）

６ 申請可能回数：年度内で申請できるのは１団体１回に限ります。

７ 助成金の額 ：最大３０万円（千円未満は切り捨て）

 ※別途、ひょうご防災特別推進員関連経費に対する加算、
新ひょうご防災アクション購入経費に対する加算あり

防災施設等を巡る観光ツアーや防災まち歩きイベント、
語り部ガイド育成などの事業を支援(助成)します

募集する事業

（注意）本チラシは事業の概要を記載していますので、申請される場合には、必ず、
「ひょうご安全の日推進事業令和７年度助成事業の手引き」をお読みください。

申請書類・手引き等はこちら >>>

お問い合わせ先

【ひょうご安全の日推進県民会議事務局】〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1（兵庫県防災支援課内）
TEL(078)362-9062 FAX(078)362-4459

ひょうご安全の日推進県民会議

検索ひょうご安全の日推進事業助成金

兵庫県外の
団体も申請できます

ひょうご安全の日推進県民会議では、阪神・淡路大震災の経験・教訓の継承・活用を図るため、

地域団体、NPO、ボランティア団体、学生グループ、学校、企業などによる防災施設等を巡る観光ツ

アーや防災まち歩きイベント、語り部ガイド育成などの事業を支援(助成)します。

ついては、下記により該当事業を募集しますので、奮ってご応募ください。

最大３０万円
まで助成

コースの一部で
県内の観光施設等を
巡るツアーも対象です



防災施設や震災モニュメントを巡る
ウォークイベント
✓各スポットを防災専門家や語り部
の方が案内しながらまち歩きする
イベントの実施

（注意）本チラシは事業の概要を記載していますので、申請される場合には、必ず、
「ひょうご安全の日推進事業令和７年度助成事業の手引き」をお読みください。

申請書類・手引き等はこちら >>>

お問い合わせ先

【ひょうご安全の日推進県民会議事務局】〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1（兵庫県防災支援課内）
TEL(078)362-9026 FAX(078)362-4459

ひょうご安全の日推進県民会議

検索ひょうご安全の日推進事業助成金

1.17メモリアルポイントマップ

ひょうご安全の日推進県民会議では、人と防災未来センターと連携し、
阪神・淡路大震災当時の街並みの記録写真や動画を見ることができるポ
イントを表示したデジタルマップ「1.17メモリアルポイントマップ」を
作成しました。防災学習支援事業での取組に是非ご活用下さい。

1.17メモリアルポイントマップ 検索

対 象 事 業 イ メ ー ジ

語り部ガイド育成研修
✓語り部の方によるに講話やガイド
体験等を組み合わせた研修会の実施

防災ツーリズムツアー
✓人と防災未来センター等の防災施設
や周辺の観光施設等の見学・体験を
組み合わせたツアーの実施
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